
経済産業省

輸 出 注 意 事 項 ２ ２ 第 ３ １ 号

平成２２・０９・２７貿局第１号

輸出貿易管理令の運用についての一部を改正する通達を次のように制定する。

平成２２年１０月７日

経済産業省貿易経済協力局長 厚木 進

輸出貿易管理令の運用についての一部を改正する通達

輸出貿易管理令の運用について（昭和６２年１１月６日付け６２貿局第３２２号）

の一部を別添の新旧対照表のとおり改正する。

附 則

この通達は、平成２２年１０月１８日から施行する。



輸出貿易管理令の運用についての一部を改正する通達新旧対照表（傍線部分は改正部分）

○輸出貿易管理令の運用について（昭和６２年１１月６日付け６２貿局第３２２号）

改 正 案 現 行

０ （略） ０ （略）

１ 輸出の許可 １ 輸出の許可

１－０ （略） １－０ （略）

１－１ 輸出の許可 １－１ 輸出の許可

（１）～（３） （略） （１）～（３） （略）

（４）輸出許可の適用除外 （４）輸出許可の適用除外

次に掲げる場合は、輸出の許可を必要としない。 次に掲げる場合は、輸出の許可を必要としない。

（イ） ～（ロ） （略） （イ） ～（ロ） （略）

（ハ）日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約 （ハ）日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約

第６条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊 第６条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊

の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関 の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関

する政令（昭和２７年政令第１２７号）第１０条の規定に該当 する政令（昭和２７年政令第１２７号）第９条の規定に該当す

するとき。 るとき。

（ニ） （略） （ニ） （略）

（５）～（６） （略） （５）～（６） （略）

（７）輸出令別表第１の中欄に掲げる貨物に関する輸出の許可 （７）輸出令別表第１の中欄に掲げる貨物に関する輸出の許可

（イ） （略） （イ） （略）

輸 出 令 輸出令別表第 輸 出 令 輸出令別表第

別 表 第 １中解釈を要 解 釈 別 表 第 １中解釈を要 解 釈

１の項 する語 １の項 する語

１～３ （略） （略） １～３ （略） （略）

３の２ （略） （略） ３の２ （略） （略）

クロスフロー 供給液を膜面に沿って流し、透過液が クロスフロー 供給液を膜面に沿って流し、透過液が

ろ過用の装置 供給液を直角方向に流れるろ過方法を ろ過用の装置 供給液を直角方向に流れるろ過方法を

用いたものをいう。 用いたものをいう。



次のいずれかに該 血液の浄化を行う

当 す る も の を 除 ために専用に設計

く。 したものを除く。

イ 血液の浄化

を行うために

専用に設計し

たもの

ロ 次の全てに

該当する部分

品のみをろ過

用の部分品と

して用いたも

の

（一）供給液

を中空糸の

外 側 に 流

し、透過液

が中空糸の

内側に流れ

るろ過方法

を用いたも

の

（二）中空糸

について、

供給液の供

給口がある

側の端が閉

じられてい

るもの

（三）供給液

の供給口が

ある側の方

向と透過液

の排出され

る方向が一



直線上にあ

りかつ供給

液の供給口

がある側の

方向と供給

液の排出口

又は廃棄口

がある側の

方向が一直

線上にない

ろ過構造に

なっている

もの

（略） （略）

使い捨ての部 （略） 使い捨ての部 （略）

分品 分品

貨物等省令第 次の全てに該当す （新設）

２条の２第２ るものを除く。

項第四号の二 イ 供給液を中

中の部分品 空糸の外側に

流し、透過液

が中空糸の内

側に流れるろ

過方法を用い

たもの

ロ 中空糸につ

いて、供給液

の供給口があ

る側の端が閉

じられている

もの

ハ 供給液の供



給口がある側

の方向及び透

過液の排出さ

れる方向が一

直線上にあり

かつ供給液の

供給口がある

側の方向及び

排出口又は廃

棄口がある側

の方向が一直

線上にないろ

過構造になっ

ているもの

（略） （略） （略） （略）

４ （略） （略） ４ （略） （略）

５ （略） （略） ５ （略） （略）

貨物等省令第 板、棒、シート、塊、管及び線の形状 貨物等省令第 板、棒、シート、塊、管及び線の形状

４条第二号の （航空機用又は船舶用についてはあら ４条第二号の （航空機用又は船舶用についてはあら

成型品 ゆる形状）のものをいう。 成型品 ゆる形状）のものをいう。

次のいずれかに該 次のいずれかに該

当 す る も の を 除 当 す る も の を 除

く。 く。

イ 民生用に設計 イ 民生用に設計

されたスポーツ されたスポーツ

用、自動車用、 用、自動車用、

工作機械用及び 工作機械用及び

医療用の成型品 医療用の成型品

ロ ４の項で掲げ ロ ４の項で掲げ

る民間航空機の る民間航空機の



補修のための成 補修のための成

型品（炭素繊維 型品であって、

にエポキシ樹脂 次のすべてに該

を含浸したもの 当するもの

に限る）であっ

て、次のすべて

に該当するもの

（一） 面積（最 （一） 面積（最

大投影面積をい 大投影面積をい

う。）が１平方 う。）が１平方

メートル以下の メートル以下の

もの もの

（二） 一辺の長 （二） 一辺の長

さが２．５メー さが２．５メー

トル以下のもの トル以下のもの

（三） 幅が１５ （三） 幅が１５

ミリメートルを ミリメートルを

超えるもの 超えるもの

（略） （略） （略） （略）

６ （略） （略） ６ （略） （略）

～１６ ～１６

（ロ）～（ニ） （略） （ロ）～（ニ） （略）

（８） （略） （８） （略）

２ 輸出の承認 ２ 輸出の承認

２－０ （略） ２－０ （略）

２－１ 輸出の承認 ２－１ 輸出の承認

（１）～（４） （略） （１）～（４） （略）

（５）輸出承認の適用除外 （５）輸出承認の適用除外

次に掲げる場合には、輸出の承認を必要としない。 次に掲げる場合には、輸出の承認を必要としない。

（イ）～（ニ） （略） （イ）～（ニ） （略）

（ホ）日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約 （ホ）日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約

第６条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊 第６条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊



の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関 の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関

する政令（昭和２７年政令第１２７号）第１０条の規定に該当 する政令（昭和２７年政令第１２７号）第９条の規定に該当す

するとき。 るとき。

（へ） （略） （へ） （略）

（６）～（７） （略） （６）～（７） （略）

２－１－１～２－２ （略） ２－１－１～２－２ （略）

３～１２ （略） ３～１２ （略）

別表第１ 輸出許可等の事務の取扱区分 （略） 別表第１ 輸出許可等の事務の取扱区分 （略）

別紙 輸出令別表第１貨物に係る許可事務の取扱区分 別紙 輸出令別表第１貨物に係る許可事務の取扱区分

１ 経済産業局又は沖縄総合事務局において輸出の許可を行う貨物 １ 経済産業局又は沖縄総合事務局において輸出の許可を行う貨物

（１）～（３） （略） （１）～（３） （略）

（４）輸出令別表第１の２の項（３）、（４）、（６）、（８）又は （４）輸出令別表第１の２の項（４）、（６）、（８）又は（１０）

（１０）に掲げる貨物として貨物等省令第１条第三号（試薬又は標 に掲げる貨物として貨物等省令第１条第四号ロ、第六号（リチウム

準物質として使用されるもののうち、輸出申告の際の重水素の原子 の同位元素の分離用の装置に限る。）、第八号ロ又は第十号ロのい

質量の総量が１キログラム未満のものに限る。）、第四号ロ、第六 ずれかに該当する貨物であって、「い地域」を仕向地とするもの。

号（リチウムの同位元素の分離用の装置に限る。）、第八号ロ又は

第十号ロのいずれかに該当する貨物であって、「い地域」を仕向地

とするもの。

（５）～（１１） （略） （５）～（１１） （略）

２ （略） ２ （略）

別表第２～別表第７ （略） 別表第２～別表第７ （略）
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